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ここが 

ポイント 

◆令和５年１月１日以降に購入した 

 ヘルメットが助成対象となります。 

◆ヘルメット着用による交通事故被 

 害の軽減だけでなく、自転車損害保 

 険加入の促進にもつなげます。 

事業費 2,３０９万４千円 

 

課 長  地域交通課  佐藤 

☎   ０３－3578－2274（直通） 

係 長  地域交通課 交通対策係  吉田  

☎   ０３－3578－2263（直通） 

資料 7 

令和 5 年 6 月 14 日 

港区区長定例記者発表 

問合せ 

～自転車利用時の安全確保のために～ 

自転車用ヘルメットの購入助成の対象を拡大します 

概 要 

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」で義務付け

られている自転車損害賠償保険への加入促進にもつなげます！ 

改正道路交通法（第６３条の１１） 
 

 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならないと
規定しています。 
 運転者のほか、当該自転車に乗車させる他人や、児童または幼児の保護者に対
してもヘルメットをかぶらせる努力義務が規定されています。 

 区は、令和４年４月１日から自転車損害賠償保険加入の 13 歳未満の子どもを対象に、

自転車用ヘルメット購入時に港区内共通商品券（2,000 円分）を配布しています。 

 改正道路交通法の施行に伴い、令和５年４月１日から自転車利用者全てのヘル

メット着用が努力義務となったことを受けて、区が行っているヘルメット購入助成

の対象を、現在の区内在住の１３歳未満の子どもから全年齢に拡大します。 

■受付開始 令和 5 年 7 月上旬 
  
 ※ヘルメットの購入日については令和５年１月１日以降を対象とします。 

■対 象  自転車損害賠償保険へ加入済みで、自転車用ヘルメットを購入 

         した区民 

■助成内容 港区内共通商品券（2,000 円分）を配布

SNS での周知やチラシの全戸配布、交通安全運動の時期に 

合わせた積極的な啓発活動などを行い、区民の自転車乗車時の 

安全意識の向上を図ります！ 


